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1ﾆ2月は愛知高齢研の恒例行事となりました「クリスマス会」を行います．今年め「ク

リスマス会」ごも役員をI始めとした会員の皆さんで語り合い．1親睦を深める会にしたいと

尽づてい牢す．年末で皆様ご多忙のこととは思い封すが，多く（り会阜がお気軽にしご参加
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ニはＣめに

　　　　　　

尚

　　　

2 0 0 6年の通常国会で成立した医療

　　

制度改革（医療構造改革）関連法によっ

「･I」‾’‾¨’^てｉ高齢者の医療への関係ではい先ず同

ｙ

　　

年１０月に現役並み所得高齢者（か3割負

　

担への引責上げや、療養病床入院患者の

　

’I’食費住居費自己負担引上げなどが実施さ

７

　　

れてきたjそして2008年４月に医療

１

　　

「構造改革」の中心としての、７５歳以

　　

上の高齢者を別建ての保険制度とする、

＼

　

後期高齢者医療制度が発足した。‥

　　　

2 0 0 7年７月の参議院選挙では、国

　　

民の「構造改革丿路線による「格差拡大」

　

’への怒りが噴出k与党との対決姿勢｡を鮮

　　

明にした民主党が大勝し自民党が大敗、

参院は衆院と違って野党艇多数岳･占める
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;｀｢ねじれ国会｣ となブだ。昨年秋から
・

　

ｌ
後

.期高齢者医療制度め実施に反対する運動

　

が広がり、丿政府『与党は7 0-7 4歳のレ

　　　　　　　　　　

■=|.･
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■2割負担への引上げや、751歳以上の健＼
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保被扶養者からめ保険料徴収にういす√∧
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ｌ実施を延期するなど暫定的:な手潭レソ（部………

1.
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･1. ^　・　・　■■分凍結）を行ったが、運動は止むことは………

なかづだｊ六大ヽご丿‥＼.万一

　

ノ

　　

ト万し

　　

そして今年４月に後期高齢者医療制度

が実施されたがさまざまな問題が露呈し、

高齢者をはじめとし広範な国民の怒りが

爆発、運動は後期高齢者医療制度を廃止

し一旦元の老人保健制度に戻せとの要求、

で一機に高揚したノこれにたじろぎ政府

は次々と部分的手直しを重ねているが、

手直しが新たな矛盾を呼び一旦「廃止し

かない」状況となっている．

　　　

上

　　

こうしたなかで野党４党が共同で提出

した‥「廃止」法案は、６月に参院で可決

　

＝

し衆院に送付され通常国会で継続審議と

なって･いるご,安倍内相・福田内閣と次々

政権投げ出しを重ね√９月に麻生内閣と

なつ､たが、=ついに政府は後斯高齢者医療

制度の「１年以内の見直し」を打ち出し

　　　　

・

　　　　

.J―■=

　　　　

｜

　

－

　　　　　　

＝
だ。これを受けて舛添厚労大臣は、塩川

正十郎元衆議院議員を座長にF高価者医

療制度に関する検討会」を設置、検討に

乗り出した。あらためて制度の内容と問

題点について整理する。･

　

し

　

……

　

１．医療費抑制策の全体像一復習

　　

2006年「医療制度改革（医療構造

’改革）:ﾚ関連法トの特徴は√公的医療給付

　

費の伸びを２０工５年までに8兆円抑え

　

る構造的な対策を、「高齢者の医療の確.=

　

保に関する法律丁（以下、高齢者医療確保、

　

法）法律で規定しようと言うもので、地づ
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方自治体・医療担当者・国民に医療費抑ｉ

　

制の実施を義務化するものである．

　　

’

　

……それは①短期的な医療費抑制策、②中‥

　

長期的な医療費抑制策、③医療保険制度

　

の都道府県別再編のＦ３つの構造的な対

策」からなっていて√①は2虎円の抑制１

　

旁目標として4,≒冒頭で述ぺだo､6］年実施

　

.’－
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jの患者負担引上げと、70=～ﾌﾞ74歳の患
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１

　　

１ｔ ･●ＰＩ　．

　

者負担の１割から２割への引上げ(0 8

　

年４月実施予定が延期となっている）、

几06年実施の診療報酬の引責下げである．ﾚ

＼②暇中長期的な医療費抑制策は、バ）８万

年４月実施の都道府県の「医療費適正化’
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・
計画（５年計胆）して、生折習慣病予防の

徹底(1 5年度まで‘に糖尿病等患者い予丿

備群2ﾆ5％削減）:で２兆円と平均在院日工

数の短縮で４兆円、合わせて６兆円の抑’

制を目標としている．関連して健康診査

の実施主体を各健康保険の保険者に移行；

して、特定健診の制度があらたに導入さ

れた．犬

　　

愛知県医療費適正化計画は１２年度目丿

標として、平均入院日数にういては０６ｊ

年度速報値（介護療養病床を除く）２ ７．

４日を２ ６．６日（▲０．８日）に、ま．

た療養病床は０６年:LO月現在の１４，

＼:5｡･71,4.床を.8, 9 7 7床（轟ﾆ5，:⑤9j7

ト床卜にすると言うものである。………1 ’｡･

　

/③の医療保険制度め都道府県別再編は，

２



政府管掌健康保険。国民健康保険・後期

高齢者医療制度とも、法案提出の準備の

段階で保険者を都道府県にしようとして

いた。これに全国の都道府県知事が強く

反発、その結果いずれもが地域的には都

道府県単位を想定しているが、実施主体

は複雑で中途半端な形となっているo

＼Oｔ年士Ｏ月から政府管掌健康保険は、

公法人の全国健康保険協会が設立され、

その各都道府県支部が運営を行っている=

　　　　　

・
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Ｉ

　

・
が、‥名称も政管健保から｡協会健保となっ

た。当面t,年間は同じ保険料率であくるが、

０９年１０月以降は都道府県別保険料を

設定する予定である。

　　　　　

レレ

国民健康保険はレ保険者を市町村から

都道府県へ移行することを且指したが実、

現せず、当面は同時に進められた「平成

の大合併jの推移によるF広域化」への

期待で終わった。ﾚﾂﾞまた後期高齢者医療制

度も‘、-:都道府県での実施とならず、都道

府県単位で全市町村が加入するご「後期高

齢者医療広域連合」の運営でスタアトレ

た。

　　

ノ
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∧

ｇ。後期高齢者医療制度の内容｡と問題点

　

（１）後期高齢者医療制度の概要

　

後期高齢者医療制度は2 0 0 8年４月

に発足したがい対象者は７ ５歳以上の後

期高齢者（全国約1, 3 00万人、し愛知

約卜

　

６２万人）で生活保護世帯は除く。

６５歳から７４歳の寝たiきり等の高齢者

および障害者も対象になるよ

　　　　

＜

　

7旧歳の誕生日がくると現在加入して、

いる健保・国保の医療保険から、｡強制的

に脱退させられる世界に例を見ないF年

齢で切り離した医療保険制度」である。･-

患者負担は１割負担（現役並み所得者は

３割負担）で、この点はこれまでの制度

と同じである。

　　

犬

　　

ﾊﾌﾞ‥‥‥‥･。

。財源割合は公費５０％・現役世代の支

援金4/OI％・75歳以上高齢者の保険料

1.0％。但し現役並み所得者には公費負

担を行わないため、実際の負担割合は公

費４り侈・現役世代支援金が４ ４％とな

３

る見込みで、丿公費の内訳は国４・都道府

県１・市町村1．十現役世代の支援金は√

国保・社保等の保険者がＯ歳から７ ４歳

の加入者数に応じて拠出する。∧……

　

…

　

運営主体は前述した､F後期高齢者医療

広域連合｣であるが、保険料の徴収は市

町村の責任。丿全国平均工人月6, 2 0 0万

円と言われていたが、愛知県の平均保険

料は月７,7767円(年９ ３， ２０４円)1

で発足した。保険料は年金額が年１８万

円(月で1 5､､0 0 0円)丿以上の場合はiy.、

年金から天引きされる。同時に６５歳か

ら７ ４歳の国保の保険料も年金からの天

引きとなる。

　

(２)‥後期高齢者医療制度の５つの問題

　　

丿点∧

　　　

∧

　

……∧yl

①保険料の新たな負担と巧妙な仕掛け

ノ第１に７ ５歳以上の高齢者すべてから

保険料を徴収することであるノ介護保険

料約４√0010万円と合わせ八月１万円を

超える保険料が年金から天引きされるよ

うになっだ。＼ｿﾞ‥‥‥1･､yJ:1 ､｡　　白▽………

　

･また２年ごとの保険料見直しが義務づ

廿られ、い医療給付費総額と高齢者人口が

増えるのに応じて７５歳以上の保険料負

担率が自動的に上がる、保険料自動引き

上げの仕組みがつく､られでいることも大

きな問題である。

　　　

づ

　　

上

②住民との関係が遠い｢広域連合｣=＼いへ

　

｢広域連合｣は一般財源を持だないため、

国保のような独自の保険料減免をづ広域

連合トとして行うことも、まjた｢広域連

合｣の範囲を超えて市町村が行うことも

困難となづた。
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また「広域連合」の議会はあるが、ﾚ愛

知県の場合でも3道人で、すべての自治

体から議員が出ているわけではないレま=

た国保のような運営協議会を設け住民参

加を保障する義務付けがなく√愛知県の

場合は設置されていない。‥‥‥‥、∧二万

③保険料滞納者には資格証明書を発行ノ

、これまでは775歳以上の高齢者は保険

料の滞納があづても、丿‥資格証明書を発行

する義務規定がヽら=は除外きれていた√後

期高齢者医療制度では、ｿﾞ滞納があれば資

格証明書の発行が行われることとなった。

④受けられるｰ医療の内容に「差別」を導

　

入

　　　　　　　　　　　　

ご

　

プ十丿
後期高齢者医療だけに、慢性疾患患者

へのF後期高齢者診療料」が設けられ、

一医療機関のみ算定できる=ことによっで

算定医療機関への囲い込みと、月１回

6/0 0 0円で必要な処置や検査まで行うと

という点数の包括化が行われた。しかし

これは一般医療の点数との選択制懲、採

用する医療機関はきわめて少ない。Jイ‥‥‥

　

また終末期医療でのト「在宅看取り率」

を上げ医療費を抑制しようと、積極的な

延命治療を行わないようにする意図でレ

　

「後期高齢者終末期相談支援料」が設け

られた。しか七これは批判が強く、７月

からは中止となった。

　　

‥‥‥‥‥‥j
⑤健診制度とリンクさせたペナルティレの

　

導入＞ト

　

＼･。。･･・

　　　　　

･･･。・

　

あらたに導入された保険者による特定

健診では、健診｡゛ﾉ保健指導・メタボ対策

で成績の悪い保険者に、‥高齢者ﾕ医療への、

拠出金（前期高齢者納付金と後期高齢者:

支援金）を加算するというペナルティを

課すとしている。５年間の成績をみて６

年目の2 0 13年度からからペナルティ

開始すると言うが、健診制度と医療保険

制度をリンクさせる初めての仕組みであ

る。…………

　

（3）_｡実施後明らかになった３つの「ウ

　　

ソ」……｀………

　

後期高齢者医療制度導入は、①これま

でよりも国庫負担を増やすことによって。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

②国民健康保険よりも保険料を安くしい

③老人保健制度の拠出金よ=りも若年者の

負担を減らすことになるとの宣伝がされ

ていたが、実施されて以降この３つとも

　

「ウソレであることが判明したｏ.･

　　

･I

　

’
①y割の人の保険料が安ぐなるといI=う

　　

「ウソ」’

　

‥‥‥‥‥‥

　

＝…………｀

　

・

い厚労省は仕組みの変更を国の制度だけ

で当てはめ、概算と｡して「ｙ割の人の保

険料が安くなるトと宣伝した。＼これは全

く市町村国保の独自制度を無視したも心

でレそれを指摘されると「７割の市町村

で安くなる丁七逃げたレ

　

十

　

∧

　

ト

　

実態を調べるべきとの追求で「モデル」

調査を実施しだがレ厚労省に都合のよい

計算方式を市町村に押付け、その結果と

してひきっづき「７割近くが安くなるト

と言い続けている。∧

　　　　　

ダ

　　

レ

　

犬しかし名古屋市が厚労省へ提出した‥

押付けの計算では工２モデル中６モデル

が安ぐなるが、実際安く力=るのは２モデ

ルだけ二東京都や名古屋市など多くの市

町村には、独自の減免制度があり、推測

すれば７割位の大が高くなる。

　

¨また前述したご高齢人口・医療費に対

応して自動的に保険料負担率が増える」

仕組みは√国会審議の中で明らかとなっ

たもので√年を追えば全員の保険料が高

くなることになる。づ

　

犬

　　　

…………

②若年者の負担は軽くなるという「ウソ」

これまでの拠出金制度が支援金制度亡

変更され、７５歳以上め後期高齢者医療

制度では若年者の負担は確かに減った。

しかし今回の改革ではこれまでの退職者

医療制度が廃止され、前期高齢者イ6j 5･I

－7 4歳）の医療にも、若年者からの支

援金制汝が新設された／

　　　　

六丿

㎜㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

■

　

Ｉ

　

．Ｔ
／そのだめＯＳ年度は15 0 0ある健保

組合の９割が赤字となり、保険料の引き

上げを余儀なくされた√組合健保の平均

保険料率は7. 3 9%で、協会健保（旧

政管健保）の保険料率8. 2%と比べる

とまだ低いノしかしこれが逆転する=とレ

組合健保のメリットはなく西濃運輸や京



樽のように、解散する組合は相次ぐ。

③国庫負担が増えるという「ウソ」

　

後期高齢者医療制度導入の目的のひと

つは、国保の支援金としての負担を、老

人保健制度の拠出金よりも減らすところ

にあった。これは成功し市町村の負担も

軽くなったと言われる。

　

しかしこの支援金にも国庫負担分か含

まれている。したがってこれまで全体に

占める国庫負担の割合は３7. 3%であ

ったのが３ 5. A%となり、０８年度で

計算すれば2,34 0億円国庫負担は軽

くなっている。

　　　　　

ト

３。後期高齢者医療制度は一旦廃止を

　

（１）振り出しに戻った舛添「私案」

　

政府はこの間「４度の見直し」を行っ

た。その内容は細かな部分的な手直しば

かりであるので省略するが、いじればい

じるほど矛盾が拡大している。そのなか

で出てきたのが、１年かけての見直しで

ある。

　

その見直しの場である「高齢者医療制

度に関する検討会」へ、舛添厚労大臣の

　

「私案」が出された。大型の「県単位の

後期高齢者医療バス」と、小型の「市町

村国保バス」を走らせたが、「勝手に天引

きされる」「姥捨て山へ行くのか」「早く

死ねと言うのか」など評判が悪い。

　

これを大型の「都道府県国保バス」に

変えて、このバスの中にシルバーシート

を設けるというもの。一緒のバスに乗る

がシルバーシートには座ることとなる。

シルバーシートの料金が要るのかどうか

のユメントはない。F都道府県バス」に国

保も高齢者も乗るとなると、前述の「都

道府県単位の再編」の振出に戻ったこと

になる。

　

７５歳の線引きは止める、年金天引き

も止める、若年者の不満を解消するとし

ているなら、一旦廃止して元の老人保健

法に基づく医療に戻して、次どうしたら

よいかを検討すべきである。危険なバス

を走らせながら検討することは、欠陥車

５

の運転である。

　

（２）改善の道は削減した国庫負担の復

　　

－

　　

７Ｃ

　

日本の医療費の対ＧＤＰ比は、Ｇ７（主

要先進国７力国）の中で最下位。医療費

に対する患者の実効負担率は、先進国の

中で極端に高い。1980年と2 0 04

年を比較すると、国民医療費の財源別負

担割合の推移は、国の負担は３ ０．４％

から２ 6. 0%と▲4. 4%、事業主負

担は２ 4. 0%から２ ０，６％と▲３．

４％、その分家計負担だけが４ 0. 2%

から４４，６％へ4. 4%増加している。

・高齢者医療問題の解決には国保問題の

解決は不可欠である。国保は発足時から

財政基盤は脆弱で、給付費の５０％を国

庫負担としていた。これが８４年の医療

大改悪で３ 8. 5%に引き下げられ、そ

のため保険料の引き上げが起こり、滞納

者を生むなどの問題を抱えるに至ってい

る。根本的には８４年中曽根内閣当時の、

削減した医療費への国庫負担を元に戻し

て欲しい。特に国保の国庫補助を元に戻

して欲しい。

　

若者の就職・就労問題と高齢者の医

療・介護・年金問題が同時に社会問題と

なり、「格差社会」の矛盾が見えてきた。

参議院選挙結果は、このような「格差社

会」・「構造改革路線」への厳しい審判で

あった。参議院選挙後の情勢の変化は、

世論次第では要望が実現する時代になっ

たことを裏付けている。運動をつよめ、

問題点の解決をはかることが一層重要に

なっている。



Ⅲ シリーズ

高齢者と子どものかかわり

第５回

　

アルツハイマー病の発

症予防はできる

　　　　　　　　

会員

　

阿部隆春

認知症予防の生活習慣

　

前回、第５０回老年社会科学学会の公

開フォーラムでの矢富直美（東京都老人

総合研究所）主任研究員の認知症予防に

ついて紹介しました。今回も認知症予防

の続編を考えてみました。認知症予防を

考えるとき、アルツハイマー病の発症遅

延を図ることが、最も重要です。矢富直

美主任研究員によると、アルツハイマー

病の発症に関わるアミロイドβは、約30

年かけて認知症の発症に至るそうです。

従って認知症を抑制する生活習慣が大切

となってきます。生活習慣によって認知

症の発症年齢を遅らせることができるか
らです。

　

第１に、食習慣としては、野菜･果物･

魚・赤ワインの摂取です。第２に運動習

慣としては、週３日以上の運動です。第

３に対人接触としては、人とのお付き合

いです。第４に知的行動習慣では、文章

を読むなどです。

私の母親の生活習慣を通して考える

　

認知症を抑制する生活習慣を考えると

き、まことに恐縮ですが私の85歳にな

る母親の生活習慣を参考に考えて見ます。

　

福島の田舎に住む母親は、10年前。夫

とは死別し現在は畑を耕しながら生活を

しています。娘は、敷地内に住んでいま

す。野菜は、今でも自分で作っています。

毎日のように朝夕畑に出て仕事をしてい

ます。午後の昼寝も日課です。運動は、

花作りや畑仕事や薪割りです。自分の身

の回りのことは自分でします。東京にも

新幹線を乗り継いで出かけてきます。風

呂は、ガス給湯もついていますが、薪で

沸かすことができる五右衛門風呂に入っ

ています。

　

対人接触は、昔からの知り合いがほと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６

んどです。茶飲み話、公民館主催の老人

会、自治会の婦人会と村の付き合いにで

きる範囲ででています。元気なのでバス

旅行はよく参加するそうです。また、村

の地蔵尊の氏子になっているので地蔵尊

の祭りや盆踊りを楽しみにしており、地

蔵尊の子育てこけしが着用する着物を毎

年縫っています。[子育て地蔵：子どもが

生まれると地蔵尊のこけしを授かり、１

年間自分の家の仏様に祭る。そして、次

の年の地蔵尊の祭りの日にこけしを返納

する。子どもが成長するまで毎年繰り返

し続けられる。｣

･･知的行動習慣は、毎日の地元の新聞(株

価と地元のお悔やみの記事は見ています。

知り合いや、世話になった人が亡くなっ

たのが分ると、香典を届けるためです)、

家の光(農協の雑誌)の購読、お寺から配

られる冊子の購読、そして孫、ひ孫達の

書いた文章や絵を楽しみにしています。

その上、今でも毎日家計簿をつけていま

す。しかも、驚くことに暗算でつけてし

まいます。以前、オレオレ詐欺から電話

があり、その経験から電話はコールが20

回以上ないとでません。本当に用事のあ

る人は何度でもコールするそうです。経

験にもとづいた記憶力、思考力など私よ

りも達者であると言ってもいいぐらいで

す。母は、小学校４年生までしか学校に

いっていません。それも弟をおんぶして

通ったそうです。弟が泣くと教室を抜け

出して仕方なく外で弟をあやしていたそ

うです。75年前の東北地方の農家の子ど

も達は、あちこちでこのような小学校生

活だったのでしょうか。



/母は、10年前まで｡は√50CCのバイ､ク

に乗つでどこへでも出かけていましたが、

免許更新の際の適性検査が苦痛になり√

自らバイクの免許をお国に返還し√今は

徒歩とバスを利用して出かけています。

お蔭様で今でも介護保険とは、無縁な生

活をしてい｡ます。毎年近ぐにあるにろり

地蔵｣のお祭りﾚには出かけて、ボケないよ

うに地蔵の頭に水をかけ｡ころりと逝け

るようにとお願いは欠かしません。ヤ……

　

∇今年の夏休み実家に帰省した際ト久し

ぶ少に薪割りをしました。づ薪の材料は、

1001年前の民家(おそらく村人総出で建

てたのでしょう)＼が解体され縦｡40 Cmぐ

らいの長さに切られた柱です。よく乾い

ていてしかも囲炉裏でいぶさでれてとても

薪にはむいていました√100年前の材木

は、｡ひびがうまい具合にあったり、節がJ

邪魔していたりでスツと割れるものもあ

れば、かなりてこずるものもありまずニ

２日もやれば半年分の薪ができあがりま

した。薪を燃やした灰が畑の肥料=になる

のです。

母親の現在の農耕生活は、､認知症予防

を実践した生活習慣そのもののようです。

そして、子育て地蔵尊の氏子としで次世

代の親や子ども達へ√農村文化の継承を

担っています。丿

　

……………万万‥‥‥‥

地域型認知症予防プログラム

　

ーレ1,｡1

　

次に、矢富直美主任研究員が報告して

いる｢地域型認知症予防プログラム1につ

いてみてみます。:こ=のプログラムは、特

に√思考機能の中でも実行機能に関わる

計画力を鍛える方法が工夫されています。

特徴としては、高齢者の好む活動を地域

で展開することであり1ます。

　

犬

　

週１回、小集団でご健常な高齢者も対

象にして、認知症予防を目的にしてト自

立しで継続して、ファシリテ二ター(運営

役)による支援、グループの組織化と地域

への普及です。⊃具体例としては、ウォー

キングプログラム、旅行プログラム、料

理プログラム、パソコンプログラムなど

７

の取り組みが紹介さ｡れていました。∴はじ

めは、運営役の支援を受けながら活動し、

その後は、自分達で計画して活動すると

ころに特徴があります。

都市部の生活は、やはり田舎とは相違

　　　　　

k-

　　

―l

　　

―■

　　　　　　

・

　　　　

I.
があります。畑仕事やまき割りや祭りや

昔ながらの地域共同体の活動は都市部で

は、求めても困難です。反面レ高齢者や

地域が意識して取り組めば√趣味や活動

範囲はたくさん存在しますご［例えば、ﾄ毎

日め通勤の際目にずる光景七、小学校近

　　　　　　　　　

■

　　　　

・

　　　　　

ゝI

　

I辺には多くの高齢者がぞろいの帽子とジ

ャンパーを着て、子ども達に挨拶し安全

と見守りに活躍していますレレ

　　

｜

　　

I5

　　　　　　

・

　

そこで、､隣近所の付き合いが希薄な高

　　　　

㎜

　

Ｉ

　　　　

●

　

●
齢化の進んだ都市部の新興住宅地などは、

認知症予防プログラムが参考になると思

います。私の住んでいる住宅地も45年

前に販売された建売住宅地です。世代交

代や住民の交代が進んでいます。それぞ

　　　

ー

　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　

・
れ自分の趣味でカルチャ÷センターに参

加する人もいます。またレ市民センター

主催の老人会などにも参加できます。そ

こには、都市部ならでの利便性を生かし

た地域の活動があります。しかしながら、

新興住宅地ではまとまって皆で参加する

意識がとても薄くお互いの顔もあまり知

らないのです。

　

希薄になりがちな住民意識を補う自治

体による介入、運営、継続などの手当て

の必要性を感じます。

まとめ

　

認知症予防の生活習慣を田舎の事例と

都市部の展開と:で考え七みま回したL自分

の住んでいる地域･といっても特徴は様々

です。そこで、大原謙一郎氏（大原美術

館理事長）が言うように√=日本は、多彩

多様な歴史と風土に恵まれています。=従

って、住んでいるとこ､ろの文化と気風と

生活様式を取り入れた活動が、個人や地

域の認知症予防の生活習慣に繋がってい

ければと思いました。さらに、高齢者が

参加する活動が、次世代への文化の継承



／

や子ども達の成長に深く関わっているの

を感じました。［東京都福祉保健局職員］
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【事務局からのお匯びと訂正】

　　

フ

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

　　　　

Ｉ

　　

ｌ

　　　　

ｄ

　

これまで『愛知高齢研ニュニス』に掲

載してきました過去４回の阿部さんのご

寄稿においで、阿部さんの名字を一部で

阿倍と誤って表記している箇所がござい

　　

㎜
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Iました。お詫びして訂正致_します。

　　

なお√阿部さんの連載は今回で終了と

なります。お忙しい中でご寄稿いただい
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た阿部さんに感謝申し上げます。十
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Ⅳ√シリーズ大日本の死生観

　

‥‥‥，

二丿第丿回＼日本人の死生観

　

づ∧

　　

く

　　　

コ二ｲ会員∧高野晃伸

はじめに

特別養護老人れ、ムで行われるタニミ

ナルケアについて、2006年の介護保険改

定によりい特別養護老人ホームで行われ

るターミナルケアに対して･｢看取り介護

加算トが算定できるようになった。この

加算では、看護職員の24時間オンゴー

ル体制や､し余命１ヶ月間のみの算定等√

８

現場で体制を整えにくい条件が示されて

いる。特別養護老人ホームは生活の場所

であり、コ在宅と同様の視点で看取りﾚを捉

えることになると思われるが、施設で勤

務する現在の職員自身は、日常生活で「死

生観トについて意識する機会が少なく、

また若い介護職員に:とっては、ﾉ施設での、

看取りが人生で初めての経験になる可能

性があり、その経験が職員のストレスに

繋がる可能性を筆者は危惧していしる。∧〉

現在の日本人が、T.どのようIに死生観を

失うことになったのか、歴史か石振り返

り、介護現場で取るべきと思われる対策

を、考察と私案を交えて、５回シリ十ズ

（２回目老人福祉施設における終末期

ケアペの取組み～歴史的背景～、３回目

老人福祉施設における終末期ケアヘの取

組み～現在の状況～レ４回目「死の教育」

の必要性、５回目「死の教育」の取組み）

で紹介する。し］レ

　

･･。･･。

　　

・∧

中・古代の死生観………T…………､i

　

･･

　

丿

　

人間は生物である以上、死は必ず訪れ

る事実であり、それに対する恐怖杏常に

感じてきた。その為√人間の歴史はその、

死に対する恐怖に挑戦するかのように医

療の発展を遂げてきたが、不老不死に至

ることは困難であり、よって死は不可進

な自然のこととして近年まで迎えてきた。

日本の歴史でもそれは同様であり、ﾚ古代

から近代にかけてい社会基盤そのものが

未発達であったことによ･り、､栄養失調・

感染症＝食中毒等々により日常的に起こ

っていた死を、結果的に人は身近な出来

事として意識する事ができていたと予測

される。i……:＼ト

　

I＼

　　　　　

、∧＼

　

日常的な死を意識するうえで代表され

る物語では日本民謡のﾄ『銕捨山』や深沢

七郎(1964)の『楢山節考』が有名であ

る。双方ども一定の年齢に達した老人を

山に捨てる話しであり、一見残虐なイメ

ージを持つが、‥死を身近な存在として意

識しながら√世代交代を円滑に進める一

つの形ともいえる。＜ユ
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つ世代交代は;!=病気や事故等の突発的な

・要因を除いて、･人生の中で死を身近に感

心こる燐会であ既うぺ百瀬孝: (1997卜は、

　

日本では古代より行われており、室町時

　

代の初期以降から隠居と呼ぶようになっ

　

たとしている。隠居はご家制度を前提に

ニした継承と老人め安楽な生活に関する古

　

来の知恵でもある。この隠居は｡1卵8年。
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の民法第四編第五編で制度化されること

　

によって、1947年の民法改正で万この制度
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が廃止されるまでの間、一般に慣例にな

　

づでいたものが社会的に公なものとされ

ｉたのである。この制度によづてiある程

　

度資産のある中・上流階級の者は安定し

　

た老後を送ることが出来たようであ
｡るが。
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貧困な農民にとってjは√家督を継ぐこと

　

で同時に老人め介護を行う義務が課せら

　

れたレしかし貧困な状況のなかで老人が

　

病気を患った時、食事や水を与えずその

　

まま匍凱ﾌﾞた扱い白レ亡卜だ。それに対

　　

して老人本人もその状況を受け入れ、結
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る．このような今寸言う老人虐待は1960

　　　

頃まで一般的であうたらしい．……

　

年

　　　

以上のように、古代よ‥り身近な存在と

しして意識していた死であるが、ト平山正美

　

ご(1991)は、F同時に死者や死霊を忌み
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犬嫌う傾向を強くもうていた」･‥と指摘して

　

いる､･古代人が埋葬する折に√手足を厳

　

重に縛って、死者に取り付いた死霊や邪

　

一言が地上にさまよい出るのを防いだ点か

　

ごら、「古代の日本人は、死者の霊が崇めた

　　

り、怨霊化しないようにずいぶん神経を

　

使った．」としている．また自分の身体の

　

一部を傷つけるこ･とによって、死者や死
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霊と苦しみや悲しみを分かち合おうﾉとす
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∧こめような考が√徐利こ日本人の深層意

識め中枇沈殿してい舎√現代比も祖強ﾐく
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現代の客観視された死生観‘゛「’………」

犬厚生労働省の平成tり年度人口動態統
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ド計によると、う自宅以外での死亡は平成万18

ｽﾚ年で87.8%でありﾐ昭和40年には丿29.％、

・昭和30Tは15％に過ぎなかづた。つまり

'現在の終末の場は√病院や福祉施設とい

ったところが主流になっている。‾その為

止日本人は、死を私的なものとして意識す

………る機会を失ってしまい、く社会的な出来事

として客観視しているといえるレ､その理

/‘由を奥田いさよ､(1995)ﾄらは４うの契機

　

に分類しているノ第ｉの契機はcﾆ生活環

　

境の改善と衛生思想の普及、及び抗生物

質の発見による感染症の制圧。第２は、

　

共同体社会の衰退と家族関係の変化。第

３は、国民皆保険制度の導入ご第４は、

‥高度経済成長を基盤とする医療･｡福祉資

源の拡大と、｡医療技術(とﾄくに延命技術)

ニの爆発的な発達であるご
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レまた√､カヽ¬ル、ベッガヤづ(2001)･は、

▽日本人が死生観の変化を遂げてしまっ尭

／理由の十つとして、農業離れを上げてい

トる。ﾉ農業社会での技術は父祖から受け継

。いだものでありｿﾞﾂﾞさらに子孫へ大事に伝

　

えなければならないものでもある。とこ

ごろが、核家族化で祖父母との同居がなく

　

なりyレ青少年が死の痛みや辛さを知る機

い会が少なくなづたと指摘している。この

ソ理由は後明の契機にも共通しており√双

‥方とも社会の合理性や生産性を重視して

１きた日本の近代化の特徴とも言えるであ

∠ろうJ＼
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/｡また力よ¬ル、ベッカ≒は｢『我々の周り

　

にあるのは、テレビの向こうの死、抽象

　

的な死、痛みを伴わないかのよ岑な死

蜃するに偽物の死』｣というイメヽ¬ジが先

☆行して,いると述べている。＞ごのような状

　

態を広井良典(2001)＼ぱ丿[r死生観の空

]洞化』トと表現_してﾌﾟいる6…………1∧≒‥‥‥

　

=医療技術の発展も√在宅から死を遠ざ

∠けた要因となっJている√………･‥‥‥‥

……病院は大辞林ﾀﾞ(1988)によ=ると｢『患

丿者を収容して診察・治療:に当たるi規模

∧の大きな医療機関。,医療法では20人以

上の患者収容設備のあるものをいう。』｣

と記されてける。病院は治療の場であり，



その発展によって､「不治の病」といわれ

　

た病気や伝染病等は社会から排除されて

きた。つまり、逆に病気が治らず死に至

るということは、同時にそれは医療の敗

北を意味しているといえる。その為、す

　

でに死期が追っていると診断された場合、

　

ただ何日か何時間かの生命を引き延ぱす

犬ためだけの延命治療が続けられてしまう。

、それは、老化現象という生命の流れが原

　

因であっても例外ではない。丿

丿以上のような状況の中で、｡死は急速に

社会の日常生活の場から遠ざかっていっ

た。=その結果、現実には家庭から病院や

　

福祉施設が終末の場に変わってきたとい

　

える。この変容を森岡正博(1988)は、

：日本人の持つ姥捨山問題の特徴から1『銕

　

捨山行為がもたらす苦しみから逃れる道

は、私が苦しまないような方法で他者を

捨てることであづた。そのためには、自

分に言い聞かせる「言い訳」があれぱよ

い』とし√さらに『施設に入ってもら夕

こ･とができれは、私はさほど苦しむこと

　

なく老人を捨てることができる。もし、

　

社会の中に、「施設は老人のためになる」

　

という共通了解が形成されでいれば√こ

　

の言い訳はさらに効果的に機能するだろ

う』､と記している。この視点が日=本人の

根底に備わらている･とするならば√終末

の場が家庭から病院や施設ぺ変化したこ

とは、時代の流れに合わせて、大義名分

の立つ言い訳が可能になうたといえる。

　　　　　

・

　

甲

　　

－

　　

Ｔ

　

’

　　　

｜

　　　　

・

　

■■

　

・
おわりに

　

上

　

犬

　

レ

　

日本の発展に伴い、以前は身近であっ

衰死が、現在ではそれを感じる機会をj失

っている状況にある。、
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死を身近に感じることができず、
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視されていることは、日常生活の中で、

死に対して目を背ける状況を作り上げた

といえる。=人間は死を避けて遥ることは

出来ないが、死生観を意識せずに時を刻

むことは、自分自身の終末まで死を意識

せず、また周りも死生観を持ち得ないで

看取ることとなるため、その結果、この
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先の将来も同じように病院や施設への依

　

存に繋がるであろう。今や日本人の死生

観は、まさに浮いた状態にあるといえる。
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今回より新しいシリーズが始まります。

会員の高野晃伸先生（大学教員）:による
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｜丿日:本の死生観」で、５回にわたる連載

です。先回までシリーズ「生活の中の介

護Jを１０回にわたってご寄稿いただい

た当研究会事務局次長の小木曽加奈子先

生のご推薦によってご寄稿いただくこと

になりました。｀ご期待下さい√

ダ会費の納入につI｡いてのお知らせです。

今回の丿『二ユース』|に会費未納の会員に

振込み

　　

をｉ封しました。お手数をお

かけしますが、
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い致します。なお、ご
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の会

　

は、2 006　の｀

会の

　　

にj’い、
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いにさせていただくことになりま

ま｡よろしくお願い致します。（近藤修司）


